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重 要 事 項 説 明 書

（通所介護・予防専門型通所サービス）

 当事業所がご契約者に対して居宅サービスの提供を開始するにあたり、厚生労働

省令第 37 号第 8 条、第 105 条 および 名古屋市予防専門型通所サービスの人員、

設備及び運営に関する基準を定める要領第 8条に基づいて、ご契約者に説明すべき

事項は次のとおりです。 

１．事業者

事業者の名称 社会福祉法人 なごや福祉施設協会

法人所在地 名古屋市昭和区紅梅町 3 丁目 3 番地 円昭ビル 3 階

法人種別 社会福祉法人

代表者氏名 理事長 柴田 久司

電話番号 052－842－5531 

２．ご利用施設

施設の名称 なごやかハウス横田デイサービスセンター

施設の所在地 名古屋市熱田区横田二丁目３番３５号

施設長名 早川 彰夫

電話番号 ０５２－６７１－０６３９

ファクシミリ番号 ０５２－６７１－０６２０

３．ご利用施設であわせて実施する事業

事業の種類
愛知県知事の事業所指定 利用定

員

指定年月日 指定番号

施設 介護老人福祉施設 平成６年４月１日 ２３７０９０００９０号 ８５名

居宅

通所 通所介護 平成 12 年１月２８日 ２３７０９００１５７号

３７名予防専門型通所

サービス

平成２８年６月１日 ２３７０９００１５７号

短期 短期入所生活介

護

平成 12 年６月３０日 ２３７０９００２２３号

１０名
介護予防短期入

所生活介護

平成 12 年６月３０日 ２３７０９００２２３号
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４．事業の目的と運営の方針

事業の目的 要介護又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定通所介護（予

防専門型通所サービス）サービスを提供することを目的とする。

運営の方針  要介護者（要支援者及び事業対象者）の心身の特性を踏まえて、その

有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日

常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感

の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負

担の軽減を図る。事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・

医療・福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努める

ものとする。

５．施設の概要

（１）敷地及び建物

敷地 １．１７２．６４㎡

建物 構造 鉄筋コンクリート造 ７階建（耐火構造）

延べ床面積 ４．４４４．０５㎡（通所介護サービス専用４１０．

６２m
利用定員 ３７名

（２）主な設備

設備の種類 室数 面積 1 人あたりの面積

食堂 1 室 合算して１３５．

６４㎡
３．０３㎡

機能訓練室 1 室

一般浴室 1 室 ２７．００㎡

機械浴室 特殊浴槽 1 台

６．職員体制（主たる職員）

従事者の職種 員数 区分 常 勤 換

算 後 の

人員

事業者

の指定

基準

保有資格

常勤 非常勤

専従 兼務 専従 兼務

施設長 １ １ １ １ １

副施設長 １ １ １

デイセンター長 １ １ １ １ 社会福祉主事任用資格 1 名

生活相談員 ５ ４ １ １ １ 社会福祉主事任用資格 1 名

介護福祉士 3 名

その他 1 名

介護職員 ９ ３ ４ １ ６．９ ６ 介護福祉士 3 名

看護職員 ３ ３ １ １ 看護師 2 名

准看護師 1 名
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機能訓練指導員 ４  1  ３ ０．５ １ 柔道整復師 1 名

看護師 2 名

准看護師 1 名

管理栄養士 1  1     管理栄養士

７．職員の勤務体制

従事者の職種 勤務体制 休日

施設長 勤務時間（９：００～１７：２０）常勤で勤務 年間 112 日

副施設長 勤務時間（９：００～１７：２０）常勤で勤務 年間 112 日

ﾃﾞｲｾﾝﾀｰ長 勤務時間（８：５５～１７：４０）常勤で勤務 年間 125 日

生活相談員 勤務時間（８：５５～１７：４０）常勤で勤務 年間 125 日

介護職員 ① 勤務時間（８：５５～１７：４０）常勤で勤務

② 勤務時間（８：５５～１７：１５）非常勤で勤務

年間 125 日

看護職員

（機能訓練指

導員と兼務）

① 勤務時間（８：５５～１７：１０）非常勤で勤務

② 勤務時間（８：５５～１５：００）非常勤で勤務

管理栄養士 勤務時間（９：００～１７：２０）常勤で勤務 年間 112 日

８．営業日および営業時間

営業日 月・火・水・木・金・土曜日

営業時間 午前１０：００ ～ 午後１４：１０

午前１０：００ ～ 午後１６：０５

午前１０：００ ～ 午後１７：１０

休業日 日曜日および年末年始（12 月 30 日～1 月 3 日）

９．施設サービスの概要

（１）介護保険給付サービス

種類 内容

食事 利用者の身体状況に合わせ、必要に応じて食事介助を行うととも

に、食事摂取の自立についても適切な援助を行います。

食事内容は、

（主）米飯、軟飯、全粥、ペースト

（副）普通食、一口大、刻み、極刻み、ペーストから選ぶことがで

きます。

食事時間

 １２：１５ ～ １３：１５

排泄 ご利用者の状況に応じた適切な排泄介助を行うとともに排泄の自

立についても適切な援助を行います。
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入浴 利用者の状態に応じた入浴サービスを行います。

 入浴方法

（１）一般浴

（２）機械浴

入浴時間 午前１０：１５～１２：００

 当日の体調等により、中止させて頂く場合もございます。

機能訓練 ご利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能

の回復または減退を防止するための訓練を実施します。

着替え・整容 入浴の際等、着替えが必要な場合は、適切に援助を行います。

また入浴後には、適宜、爪切り・髭剃り等の整容を行います。

健康管理 利用の都度、血圧、体温等の健康チェックを行います。

緊急時は、ご家族に連絡し、対応を迅速に行います。

相談及び援

助

ご利用者及びそのご家族からの相談については誠意をもって相談

援助を行います。

 相談窓口    生活相談員 鈴木匡享 鈴木友恵 横山聖子

               齊藤和子

送迎 心身の状況に応じ、適切な方法で、自宅から当施設までリフト付送

迎車等での送迎を行います。

（送迎実施区域）

【熱田区】 全ての区域内

【瑞穂区】荒崎町、太田町、甲山町、北原町、新開町、大喜新町、御劔町、

桃園町、柳ケ枝町、田光町 田辺通 土市町 直来町 西ノ割町

【昭和区】滝子通 

【中区】正木

【南区】内田橋、観音町、氷室町

【中川区】荒越町、十一番町、柳川町

【港区】千鳥、浜

（２）介護保険給付外サービス

サービスの種別 内容

食事の提供 ・管理栄養士により、利用者一人一人の年齢や心身の状況に応じ

た適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うとともに、必要に応

じ食事介助を行います。 

レクリエーショ

ン・行事  

行事計画にそって季節感のあるレクリエーション・行事を行い

ます。
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（３）その他 

種  類 内        容 

身体拘束の 

廃止 

・ご利用者又は他のご利用者等の生命又は身体を保護するため緊急や

むを得ない場合を除き、身体拘束その他行動を制限する行為を行いま

せん。 

・緊急やむを得ない場合で身体拘束等を行う場合には、その態様及び時

間、その際のご利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記

録します。 

・身体拘束等を行った場合、常に状態を観察し、職員全体で再検討を行

い、拘束の必要がなくなった場合、すみやかに拘束を解除いたします。 

虐待の防止 ・施設の「高齢者虐待防止のための指針」に基づき、職員への教育

を徹底するとともに、いかなる場合においてもご利用者に対し、虐待

は行いません。 

・ご利用者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため

に、次に掲げる必要な措置を講じます。 

① 虐待防止のための指針を整備します。

② 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結

果について職員に周知徹底を図ります。

③ 虐待防止に関する担当者を定めます。 

（担当者：施設長 早川 彰夫） 

④ 職員に対し、虐待を防止するための定期的な研修を実施します。

⑤ サービス提供中に、施設の職員又は養護者（現に養護している家族・

親族・同居人等）による虐待を受けたと思われるご利用者を発見した

場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

⑥ ご利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。 

１０．利用料

（１）法定給付

区  分 利 用 料 

法定代理受領の 

場合 

介護報酬の告示上の額(※)に、負担割合証に記載された「利用者負担

の割合」を乗じた額 

法定代理受領で 

ない場合 

介護報酬の告示上の額(※) 

※ただし、介護報酬（基本部分）に以下の加算を加えたもの 

【加算】 

〇通所介護 

   介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等
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支援加算、サービス提供体制強化加算、科学的介護推進体制加算 

（該当者のみ） 

入浴介助加算、個別機能訓練加算、栄養改善加算、認知症加算、中重度者ケア体制加

算、ADL維持等加算、若年性認知症利用者受入加算、口腔機能向上加算、生活機能向

上連携加算、口腔・栄養スクリーニング加算、栄養アセスメント加算 

〇予防専門型通所サービス 

 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支

援加算、サービス提供体制強化加算、科学的介護推進体制加算 

（該当者のみ） 

生活機能向上グループ活動加算、栄養アセスメント加算、栄養改善加算、口腔機能向上

加算、一体的サービス提供加算、若年性認知症利用者受入加算 

（２）法定外給付

区分 利用料

食費 1 日 600 円（食材料費および調理費用）

有償サービスコーヒー代 コーヒー代 100 円

レクリエーション・行事

参加費

実費（外出先での入場料、喫茶の費用や材料費、写真

代等になります。）

オムツ等 オムツ等が必要な場合はご持参下さい。施設で提供し

た場合、代金として 100 円を頂きます。（紙パンツ、

紙おむつ、尿取りパット各 100 円）

※同等品の返却でも可

１１．苦情等申立先 

当施設 

苦情相談窓口 

１ 苦情解決責任者   施設長  早川 彰夫 

２ 苦情受付担当者  副施設長  桑原 太郎 

ご利用時間   午前９時～午後５時２０分 

ご利用方法   電話  （０５２）６７１－０６１６ 

           FAX  （０５２）６７１－０６２０ 

           面接 

苦情解決方法  「なごや福祉施設協会苦情解決実施要綱」による  

第三者委員 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 福祉サービス苦情相談セン

ター  

（名古屋市北区清水４丁目１７番１号 名古屋市総合社会福祉会館５階） 

電話 (052)910-7976   FAX  (052)910-7977 
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他の苦情相談窓

口 

愛知県国民健康保険団体連合会 苦情相談室 

（名古屋市東区泉１丁目６番５号 国保会館南館７階） 

   電話（052）971-4165  ＦＡＸ （052）962-8870 

社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会 運営適正化委員会 

（名古屋市東区白壁一丁目５０番地 愛知県社会福祉会館内） 

  電話（052）212-5515   ＦＡＸ （052）212-5514 

名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課 東桜分室 

（名古屋市東区東桜一丁目１４番１１号 DP スクエア東桜８階） 

  電話（052）９59-3087 ＦＡＸ （052）959-4155 

１２．事故発生時の対応 

搬送先 原則的に利用申込時指定の医療機関に搬送します。 

ご家族等への連絡 利用開始時に指定されました連絡先にご連絡致します。ご報告

内容は、事故発生時間・事故発生時の状況・身体の状況・搬送

先等、報告時点で判明していることについてご連絡致します。

行政機関への報告 名古屋市健康福祉局高齢福祉部の所管課あてに名古屋市所定

の様式により報告します。 

居宅介護支援事業所

への報告 

事故発生時間・事故発生時の状況・身体の状況・搬送先等 

報告時点で判明していることについて報告します。 

１３．緊急時等の対応

医療機関への受診 ・病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、主治医への連

絡を行う等の必要な措置を講じます。 

・緊急時以外の受診については、原則としてご家族に対応をお願

いしております。

１４．非常災害時の対策 

非常時の対応 別途定める「なごやかハウス横田消防計画」にのっとり、災害

時には人命の安全確保を最優先に、迅速かつ適切な対応を図り

ます。 

平常時の訓練等防災

設備 

「なごやかハウス横田消防計画」にのっとり、年２回避難訓練

を行います。 

設備名称 個数等 設備名称 個数等 

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ あり 防火扉・ｼｬｯﾀｰ １４箇所 

非常階段 2 個所 屋内消火栓 １４箇所 

自動火災報知器 あり 非常通報装置 なし 

誘導灯 ９３箇所 漏電火災報知器 あり 
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ガス漏れ報知器 あり 非常用電源 あり 

消防計画等 消防署への届出日 ：  令和６年４月１１日 

防火管理者    ：  施設長 早川 彰夫 

１５．第三者評価の実施状況

提供するサービスの第

三者評価の実施状況

実施しておりません。 

１６．当施設ご利用の際に留意いただく事項 

設備・器具の利用 施設内の設備や器具は本来の用法にしたがってご利用下さい。

これに反したご利用により破損等が生じた場合、賠償していた

だくことがあります。 

喫煙・飲酒 館内は禁煙となっております。 

飲酒は、原則ご遠慮願います。 

宗教活動・政治活動

その他の迷惑行為 

他のご利用者に対する宗教活動および政治活動はご遠慮下さ

い。また他のご利用者の迷惑となる行為はご遠慮願います。 

他のご利用者や当施設の職員を許可なく撮影したり、個人情報を

インターネット上などに公開することはお断りします。 

所持品・現金等の管

理 

不必要な貴重品や多額の現金はお持ちいただかないようお願

いいたします。万一紛失されても当施設では責任を負いかねま

す。 

天候によるサービス

の中止 

暴風雨、積雪などの自然災害の為、安全な送迎、円滑な運営が

確保できない場合、介護サービスを中止することがあります。


